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愛媛県男女共同参画センター指定管理者業務仕様書 

 

本書は、「愛媛県男女共同参画センター指定管理者募集要項」と一体のものであり、

愛媛県男女共同参画センター（以下「センター」という。）の管理運営業務を指定管理

者が行うに当たり、愛媛県が指定管理者に要求する管理運営の業務内容及びその基準等

を示すものである。 

 

第１ センターの基本方針等 

１ センターの目的、機能 

男女共同参画社会づくりに関する意識啓発、女性の社会活動の促進等を行うことに

より、女性の地位向上と社会参加の促進を図り、もって男女共同参画社会づくりに寄

与する。 

このため、センターは、愛媛県の男女共同参画社会づくりのための中核的な機能を

担う拠点施設として、次の目的と機能を有する。 

 

(1) 設置目的 

女性の社会参加の促進、能力の開発等を通じて男女共同参画の推進を図るため、

各種の研修、相談等を行い、及び各種の行事又は集会に必要な施設を提供するとと

もに、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成13年法律第31

号）に規定する配偶者暴力相談支援センターとして、被害者に関する各般の問題に

ついての相談、必要な指導及び情報の提供その他の援助を行う。 

(2) 機能 

① 各種の研修及び相談並びに学習の機会の提供 

② 情報の収集及び提供 

③ 女性の文化活動、地域活動等への援助 

④ 各種の行事又は集会に必要な施設の提供 

⑤ 配偶者暴力相談支援センターとしての業務（相談、指導及び情報の提供その他

の援助） 

 

２ 管理運営に関する基本的事項 

(1) 管理運営に係る基本理念 

指定管理者制度は、従来の公の施設の管理委託制度とは異なり、指定管理者が施

設の管理権限と責任を有し、施設の管理を代行する制度である。このため、指定管

理者は、自らの責任と判断によって、施設の適正な管理を確保しつつ、住民サービ

スの向上を図っていく必要があるが、特に、センターの指定管理者は、次の各項目

に留意して管理運営を実施しなければならない。 

また、愛媛県は施設の設置者として、必要に応じて指定管理者に対して指示等を

行うものとする。 

① センターの目的、機能及び法的位置付けに基づいた管理運営を行うこと。 

② 公の施設であることを常に念頭に置いて、利用者への奉仕及び公平なサービス

の提供に努め、特定の団体等に有利あるいは不利になる運営をしないこと。 

③ 事業計画書等に基づき、利用者が快適に施設を利用できるよう適正な管理運営

を行うとともに、効率的かつ効果的な管理運営を行い、適正な収入の確保と経費

の縮減に努めること。 

④ センターが最大限有効活用されるよう利用促進に努めるとともに、利用者の意
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見を管理運営に反映させ、利用者の満足度を高めていくこと。 

⑤ 館内での利用者の安全に配慮し、事故防止に努めること。 

⑥ 複合施設である愛媛県消費生活センター（以下「消費生活センター」という。

）との連携を図ること。 

⑦ 愛媛県と密接に連携を図りながら管理運営を行うとともに、愛媛県の施策に対

し積極的に協力するよう努めること。 

⑧ 県内の市町及び男女共同参画の推進を目的とする施設・機関と連携し、効果的

・効率的な業務運営に努めること。 

(2) 関係規定の遵守 

指定管理者は、センターの管理運営を行う上では、次に掲げるものをはじめ、関

係する規定を遵守しなければならない。 

① 地方自治法（昭和22年法律第67号） 

② 男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号） 

③ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成13年法律第31号

） 

④ 愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和39年愛媛県条例第２号） 

⑤ 愛媛県男女共同参画センター管理条例（平成17年愛媛県条例第49号。以下「管

理条例」という。） 

⑥ 愛媛県男女共同参画推進条例（平成14年愛媛県条例第10号。以下「推進条例」

という。） 

⑦ 愛媛県個人情報保護条例（平成13年愛媛県条例第41号） 

⑧ 愛媛県情報公開条例（平成10年愛媛県条例第27号） 

⑨ 愛媛県行政手続条例（平成７年愛媛県条例第48号） 

(3) 管理運営を行うに当たっての留意事項 

指定管理者は、管理運営を行うに当たり、特に、次の点に留意しなければならな

い。 

① 事故の予防及び緊急時の対応 

ア 指定管理者は、施設内での事故の予防対策や発生時の対処、災害等緊急時の

利用者の避難、誘導、安全確保、必要な通報等についての対応計画（安全管理

マニュアル等）を作成し、事故の未然防止に万全を期すとともに、緊急事態の

発生時には的確に対応すること。 

イ センターの利用者等の急な病気、けが等に対応できるよう、近隣の医療機関

等と連携し、緊急時には的確な対応を行うこと。 

ウ 指定管理者は、施設内での火災、犯罪、疾病、食中毒等の防止に努めるとと

もに、発生時には的確に対応すること。 

エ 災害などにより、愛媛県がセンターを住民避難場所として使用する必要があ

ると認めるときは、その指示に従うこと。 

② 管理運営規程の作成 

指定管理者は、あらかじめ、センターの管理運営に必要な規程を定め、愛媛県

に報告すること。 

③ 帳簿の記帳 

指定管理者は、センターの管理運営に係る収入及び支出の状況について、適切

に帳簿に記帳するとともに、当該収入及び支出に係る帳簿及び証拠書類について

は、次年度の４月１日から起算して帳簿については10年間、証拠書類については

５年間保存すること。 

また、これらの関係書類について、愛媛県が閲覧を求めた場合は、これに応じ

ること。 
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④ 省エネルギーに努めるとともに廃棄物の発生を抑制し、環境に配慮した管理を

行うこと。 

⑤ 喫煙対策 

屋内は原則として禁煙とすること。また、屋外でもできる限り喫煙場所を限定

し、喫煙場所以外での喫煙は固く禁ずること。 

⑥ その他 

ア バリアフリー化を心掛け、備品の配置や動線の設定、掲示等に配慮すること。 

イ 指定管理者は、業務を実施するために必要な官公署の免許、許可、認定等を

受けていること。また、個々の業務について再委託を行う場合には、当該業務

について当該再委託先が、それぞれ上記免許、許可、認定等を受けていること。 

ウ センターの運営管理に従事する職員は、名札を着用するなど、常に利用者に

施設職員と分かるようにすること。 

 

第２ 利用時間及び休館日（管理条例第４条及び第５条） 

１ 利用時間及び休館日 

(1) 利用時間 

午前９時から午後５時まで（管理条例別表に掲げる施設においては、午前９時か

ら午後９時まで） 

(2) 休館日 

① 月曜日（ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第 178号）

第３条に規定する休日（以下「休日」という。）に当たるときは、その翌日） 

② 休日 

③ １月１日から３日まで及び12月29日から31日まで（休日を除く。） 

 

２ 利用時間及び休館日の変更 

指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利

用時間及び休館日を変更することができる。 

また、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日

にセンターを利用させることができる。 

 

第３ 指定管理者が業務を行う区域 

別添図面におけるセンターの区域とする。（消費生活センターの専有部分を除く。） 

 

第４ 指定管理者が行う業務の範囲 

１ 事業の実施に関する業務 

(1) 研修業務 

(2) 相談業務（配偶者暴力相談支援センター業務を含む） 

(3) 情報の収集、提供業務 

(4) 女性の文化活動、地域活動等への援助 

(5) その他の業務 

 

２ 施設等の維持管理に関する業務 

(1) 保守点検業務 

(2) 建築物環境衛生管理業務 



4 

(3) 清掃業務 

(4) 植栽管理業務 

(5) 保安警備業務 

(6) 備品管理業務 

(7) その他の業務 

 

３ 管理運営業務 

(1) 事業計画書等の作成 

(2) 事業報告書の作成 

(3) 施設等利用許可業務 

(4) 利用促進業務 

(5) 事業評価業務 

(6) 関係機関との連絡調整 

(7) 指定期間終了後の引継ぎ業務 

 

４ その他センターの管理運営に必要な業務 

 

第５ 事業の実施に関する業務の基準 

指定管理者は、センターの施設等を利用し、次に掲げる事業を実施するものとする。 

なお、事業の実施に当たっては、各種の研修及び相談並びに学習の機会の提供に関

すること、情報の収集及び提供に関すること、女性の文化活動、地域活動等への援助

に関すること、各種の行事又は集会に必要な施設の提供に関すること等について充実

・発展に努めること。 

特に、男女共同参画の推進のため、事業参加者、施設利用者の拡大（男性も含む、

幅広い年齢層にわたる、地域住民など）を図ること。 

おって、業務の詳細は別記１に定めるとおりとする。 

 

１ 研修業務 

指定管理者は、男女共同参画社会づくりを目指した「第２次愛媛県男女共同参画計

画」の趣旨に沿い、男女共同参画に関する学習機会を提供するための研修事業を実施

する。 

 

２ 相談業務 

指定管理者は、女性に関する総合相談（相談員による一般相談）、専門相談（弁護

士による法律相談及び臨床心理士による心理相談）及び配偶者暴力相談支援センター

としての被害者に対する各般の相談、被害者の心理を回復させるための医学的又は心

理学的指導、その他の必要な指導を実施する。 

 

３ 情報の収集、提供業務 

指定管理者は、センターで保有する図書等の適正な管理、新刊図書等の購入等を行

うとともに、男女共同参画推進に資するため、より積極的に各種調査の実施等による

情報の収集及び提供業務を実施する。 

 

４ 女性の文化活動、地域活動等への援助 

指定管理者は、女性の文化活動、地域活動等について、必要な援助業務を行う。 
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５ その他の業務 

指定管理者は、上記に掲げる事業のほか、推進条例の施行に伴い設置された苦情処

理機関（男女共同参画推進委員）の運営に当たり、性差別による人権侵害等の苦情の

申し出を処理する業務の一部を実施する。 

 

６ 事業実施に関する留意事項 

(1) 指定管理者が、センターの目的を達成するために必要な事業を行うために利用す

る場合は、施設等の利用料金を減免することができる。（管理条例第14条） 

(2) 事業実施に当たっては、指定管理者は、事業参加者から指定管理者の定める料金

を自己の収入として徴収することができるほか、愛媛県以外からの各種助成金、協

賛金等を活用することができる。 

(3) 指定管理者は、事業の実施状況を記録した業務日誌を作成するとともに、一定期

間保管し、愛媛県の求めがあったときには閲覧に供すること。 

 

第６ 施設等の維持管理に関する業務の基準 

指定管理者は、センターの施設等の機能と環境を良好に維持し、サービス提供が常

に円滑に行われるように、施設等の日常点検、保守及び法定の環境測定等の保守管理

業務を行うこと。なお、業務の詳細は、別記２に定めるとおりとする。 

 

１ 保守点検業務 

指定管理者は、附属設備等の安全の確保及び適切な管理運営のために、次に掲げる

保守点検等の必要な処置を講じること。 

(1) 附属設備の法定点検及び初期性能、機能保持のため、外観点検、機能点検、機器

動作特性試験、整備業務等を行うこと。 

(2) 故障等の発生や短期間のうちに故障が発生すると見込まれる場合は、速やかに、

その改善が図られるよう適切に対処すること。 

 

２ 建築物環境衛生管理業務 

(1) 指定管理者は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（昭和45年法

律第20号）に基づき、空気環境や水質等に関する検査測定を行い、その結果を愛媛

県に報告すること。 

(2) 検査測定結果が、同法施行令に定める建築物環境衛生管理基準を満たさない場合

は、指定管理者は、愛媛県と協議し、その改善に努めること。 

 

３ 清掃業務 

指定管理者は、センターの施設等について、良好な衛生環境、美観の維持に心がけ、

公共施設として快適な空間を保つために必要な清掃業務を実施すること。 

 

４ 植栽管理業務 

指定管理者は、センター内の植栽樹木等の維持管理にあたっては、美観又は衛生に

おいて良好な状態に保つため、施肥や薬剤散布、除草、潅水、刈込み、剪定などの必

要な処置を講じること。 

 

５ 保安警備業務 

指定管理者は、センターの防犯、防火及び防災に万全を期し、利用者が安心して利

用できる環境を確保した保安警備業務を実施するとともに、防火管理者を設置するこ
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と。 

 

６ 備品管理業務 

(1) 指定管理者は、愛媛県の所有する備品について、愛媛県会計規則（昭和45年愛媛

県規則第18号）及び関係例規に基づき適切に管理すること。 

(2) 指定管理者は、愛媛県の所有する備品について、利用に支障をきたさないよう管

理を行うとともに、不具合が生じた場合は、速やかに、その改善が図られるよう適

切に対処すること。 

(3) 指定管理者が指定期間中に購入した備品（愛媛県会計規則第 166条に規定する備

品であって、指定管理者の故意・過失等により、破損等した愛媛県所有の備品を指

定管理者が弁償する場合は除く。以下同じ。）の所有権は、指定管理者が有するも

のとするが、事前に愛媛県と指定管理者が協議のうえ、双方が合意したものについ

ては、指定管理者が購入した備品を愛媛県の所有とし、指定管理者が管理する場合

があること。 

(4) 指定管理者は、備品管理簿を備え、新たに備品を取得した場合には、愛媛県に報

告すること。 

 

７ その他の業務 

指定管理者は、施設の維持管理業務の実施状況を記録した業務日誌を作成するとと

もに、一定期間保管し、愛媛県の求めがあったときには閲覧に供すること。 

 

８ 修繕の費用負担 

施設等の本来の効用持続年数を維持するために必要な限度の修繕に関しては、原則

として指定管理者が実施することとし、それ以外は愛媛県と指定管理者の協議による

ものとする。 

 

９ 維持管理計画の作成 

指定管理者は、年度当初に施設維持管理計画（点検整備、法令に基づく測定・検査、

調査等）を作成し、愛媛県に提出すること。 

なお、計画に従って実施した点検・評価結果、整備状況、修繕等については記録を

行い、施設維持管理計画に反映させること。 

 

第７ 管理運営業務の基準 

１ 組織及び人員配置 

(1) 配置人員等 

① 管理運営業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに、労働

基準法等関係法令を遵守し、管理運営を効率的に行うための業務形態にあった適

正な人数の職員を配置すること。 

② 総括責任者として、館長を１名配置すること。（男女共同参画推進に深い見識

を有する者であること。） 

③ 実務を担当する職員に、男女共同参画推進についての知識経験を有する者を含

むこと。 

④ 相談を担当する職員に、センターの相談業務に相当する業務の経験を有する者

を含むこと。 

⑤ 職員の勤務体制は、施設の管理運営に支障がないように配慮するとともに、利

用者の要望に応えられるものにすること。 
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(2) 研修等 

職員の資質の向上を図るため、研修を実施するとともに、施設の管理運営に必要

な知識と技術の習得に努めること。 

 

２ 個人情報の保護 

指定管理者には、センターの管理運営を行うに当たり、愛媛県個人情報保護条例第

14条の規定により、個人情報の適正な取扱いについての義務が課せられる。 

なお、個人情報の取扱いの具体的な内容については、別記３のとおり予定しており、

愛媛県と指定管理者が締結する協定で定める。 

また、同条例に違反した場合には、同条例第49条又は第50条の規定に基づき処罰さ

れる場合がある。 

 

３ 情報の公開 

指定管理者には、愛媛県情報公開条例第36条の規定により、指定管理者が保有する

センターの管理に関する情報の公開について必要な措置を講ずるよう、努力義務が課

せられる。 

 

４ 事業計画書等の作成 

(1) 事業計画書の作成 

指定管理者は、翌年度の管理運営に関する事業計画書を作成し、別途指示する日

（例年３月頃）までに愛媛県へ提出すること。なお、作成に当たっては、愛媛県と

調整を図ること。 

(2) 予算資料の作成 

指定管理者は、愛媛県がセンターの管理運営に係る予算を措置するために必要と

する資料を作成すること。なお、具体的な資料の内容、提出時期（例年10月頃）に

ついては、別途指示する。 

 

５ 事業報告等 

(1) 年次報告書 

指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、事業報告書を愛媛県に提出すること。

事業報告書の主な内容は次のとおりである。詳細については、愛媛県と指定管理者

が締結する協定で定める。 

① センターの管理の業務の実施状況及び利用状況 

組織体制、施設等利用状況及び利用者数、事業実施状況及び参加者数、施設等

維持管理状況、課題分析と自己評価 

② 利用料金等の収入の実績 

③ センターの管理に係る経費の収支状況 

(2) 月次報告書 

指定管理者は毎月報告書を作成し、翌月10日までに愛媛県に提出すること。報告

書の詳細は、愛媛県と指定管理者が締結する協定で定める。 

(3) 即時報告 

管理運営業務を実施するに当たり、人身事故等重大な事故等が発生した場合は、

即時報告すること。 

 

６ 施設等利用許可業務 

(1) 自由利用及び利用の許可 

センターは、次表に掲げる施設等及び管理運営上支障がある施設等を除き、自由
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な利用に供するものとする。（管理条例第６条） 

また、次表に掲げる施設等を利用する場合は、指定管理者の許可が必要となる。

このため、指定管理者は、許可を必要とする施設等及び許可の手続きについて、あ

らかじめ定めること。（管理条例第９条） 

施 設 

多目的ホール、研修室、視聴覚室、第１会議室、第２会議室、

第３（円卓）会議室、レクリエーション室、和室、茶室、作業

室、ワーキングルーム 

 

(2) 施設等の利用の制限に関する事項 

① センターでは、知事の許可を受けなければ、管理条例第７条各号に掲げる行為

をしてはならない。 

② 管理条例第８条各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は管理運営上やむ

を得ない理由があるときは、指定管理者は、センターへの入館を禁じ、その利用

を制限し、又は退館を命じることができる。 

③ 指定管理者は、利用の制限に関する基準を、あらかじめ定めること。また、制

限に当たっては、指定管理者は不当な差別的取扱いをしてはならない。 

 

(3) 施設等の利用の許可の制限に関する事項 

① 指定管理者は、管理運営上又は公益上必要があると認めるときは、利用の許可

に条件を付することができる。（管理条例第９条） 

② 管理条例第10条各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は管理運営上やむ

を得ない理由があるときは、指定管理者は利用の許可をしないものとする。 

③ 管理条例第11条各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は管理運営上やむ

を得ない理由があるときは、指定管理者は利用の許可を取り消し、又は利用を制

限し、若しくは停止することができる。 

④ 指定管理者は、利用の許可の制限に関する基準を、あらかじめ定めること。ま

た、許可の制限に当たっては、指定管理者は不当な差別的取扱いをしてはならな

い。 

 

(4) 利用料金の設定 

① 指定管理者は、上記(1)の表に掲げる施設については、管理条例で定める額（別

表。消費税及び地方消費税相当額を含む。）の範囲内で、あらかじめ知事の承認

を得て、利用料金を設定すること。（管理条例第13条） 

なお、指定管理者が利用料金を設定するに当たっては、施設の有効活用の観点

及び収支状況等を踏まえ、適切なものとすること。 

また、利用料金について、知事の承認を受けたときは、速やかに公表するとと

もに、変更する場合は、施設の仮予約又は利用許可をした利用者に対しての説明

や、新料金の施行に当たって一定の周知期間を設けるなど適切な対応を行うこと。 

② 指定管理者は、管理条例第14条に基づき、利用料金を減免しようとする場合は、

減免の基準や手続きについて、あらかじめ定めること。減免に当たっては、指定

管理者は不当な差別的取扱いをしてはならない。 

③ 管理条例第14条第３項における「知事が特に必要があると認めて指示するとき

」としては、現在のところ、「ボランティア活動を促進するための公の施設の使

用料減免規則」（平成15年愛媛県規則第50号）に基づく減免を予定している。な

お、詳細については、愛媛県と指定管理者が締結する協定で定める。 
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(5) 利用料金の徴収 

① 指定管理者は、施設等の利用許可に係る利用料金を自己の収入として徴収する。

また、利用料金は前納を原則とするが、指定管理者が必要と認めるときは、後納

又は分納させることができる。なお、利用料金の徴収方法等について、指定管理

者は、あらかじめ定めること。（管理条例第12条） 

② 徴収した利用料金は還付しないものとするが、管理条例第15条各号のいずれか

に該当するときは還付する。指定管理者は、還付する場合の基準を、あらかじめ

定めること。また、還付に当たっては、指定管理者は不当な差別的取扱いをして

はならない。 

 

(6) 利用の受付、許可 

① 施設等の利用の申込受付は原則として先着順とし、利用の許可に当たっては、

公平な利用を確保すること。 

② 利用の申請書等の書類が必要な場合は、指定管理者において様式を定めること。 

③ 催しの実施のための施設の利用許可に当たっては、催しの利用目的等利用上問

題がないことを確認した上で許可すること。 

④ 催しの準備、撤去の作業時及び開催時の音響、騒音等で周辺住民へ悪影響を及

ぼさないよう指導すること。 

 

(7) 行政手続条例の適用 

指定管理者がセンターの利用者に対して行う許可等の処分には、愛媛県行政手続

条例が適用される。 

 

(8) 利用の案内 

① 指定管理者は、館内において利用者が円滑に利用ができるよう、利用案内に配

慮すること。 

② 電話での問い合わせや施設見学等について、適切な対応を行うこと。 

③ 施設等の利用等について、利用者、住民等から苦情があった場合は、適切な対

応をすること。また、その内容を愛媛県へ報告すること。 

 

(9) 施設等の利用方法と注意事項の説明 

施設、附属設備、備品等を利用者が安全かつ円滑に利用できるよう、利用方法、

注意事項の充分な指導、説明、助言を行うこと。 

 

７ 利用促進業務 

指定管理者は、センターの効用を最大限発揮するため、利用促進に努めることとし、

次の事項を実施すること。 

(1) 宣伝広報 

指定管理者は、施設・イベントのＰＲ及び情報提供のために、以下の例を参考に、

必要な媒体の作成、配布等を行うこと。 

① センターのホームページの作成・更新 

② 施設案内パンフレットの作成・配布 

③ パブリシティへの情報提供 

④ センターの事業報告、事業概要、施設の業務等を紹介する資料の作成・配布又

はホームページでの公開 

(2) 誘致活動 

指定管理者は、女性団体等への誘致活動を実施すること。 



10 

 

８ 事業評価業務 

指定管理者は、入館者アンケート等によりセルフモニタリングを行い、入館者等の

意見や要望を把握し、管理運営に反映させるよう努めること。 

なお、施設の管理運営に関して自己評価を行い、その結果を前記の事業報告書にま

とめ愛媛県に提出すること。 

 

９ 関係機関との連絡調整 

指定管理者は、男女共同参画関係機関、配偶者暴力相談支援センター関係機関及び

消費生活センターとの連絡調整を図ること。 

 

10 指定期間終了後の引継ぎ業務 

(1) 指定管理者は、指定期間が満了したとき又は指定期間満了前に指定の取消しが行

われたときは、次期指定管理者が円滑かつ支障なくセンターの管理運営業務を遂行

できるよう、引継ぎを行うこと。 

(2) 引継ぎに当たっては、引継ぎ内容が不十分であることを原因とした事故等を防止

するため、危険注意箇所等について十分に確認を行うとともに、施設の利用予約に

関する情報等、施設の管理運営に必要な情報を遅滞なく次期指定管理者へ提供する

など、引継ぎに遺漏のないよう十分留意すること。 

(3) 指定管理者が変更となる場合の利用料金収入の取扱いに関しては次のとおりとし、

次期指定管理者への引継ぎにおいて、施設予約状況や利用料金の徴収の有無の確認

等、施設利用者が混乱しないように必要な措置を講ずること。 

ア 次期指定管理者の指定期間中に係る施設利用を現指定管理者が許可した

場合の利用料金 

①  現指定管理者の指定期間中に納付される場合 

次期指定管理者に帰属するものであり、納付を受けた現指定管理者が

預かり金として保管の上、次期指定管理者の管理が開始された時点で遺

漏のないよう引き継ぐこと。 

   ② 次期指定管理者の指定期間中に納付される場合 

     次期指定管理者に帰属するものであり、利用者に対し、次期指定管理

者に納付するよう周知すること。 

イ 現指定管理者の指定期間中の施設利用に係る利用料金が現指定管理者の

指定期間中に納付されなかった場合の利用料金 

現指定管理者の未収金であり、現指定管理者に帰属するものであることか

ら、利用者に対し、現指定管理者に納付するよう周知すること。 

 

第８ その他センターの管理運営に必要な業務の基準 

１ 公衆電話の設置 

指定管理者は、施設内に公衆電話を１台設置すること。その場合、設置に係る費用

は指定管理者が負担するものとし、利用収入は指定管理者のものとする。 

 

２ 清涼飲料水等自動販売機の設置 

指定管理者は、利用者の便を図るため、愛媛県から行政財産の目的外使用許可を受

けて、センターの管理に支障がない場所において清涼飲料水等の自動販売機を設置す

ることができる。この場合、次の点に注意が必要である。 

(1) 指定管理者が清涼飲料水等の自動販売機を設置する場合は、内容、方法及び料金
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の設定は、指定管理者が行うとともに、設置に要する経費は、すべて指定管理者が

負担すること。 

(2) 清涼飲料水等の自動販売機を設置する場合は、設置前にあらかじめその内容を愛

媛県に通知すること。 

なお、指定管理者が清涼飲料水等の自動販売機を設置しない場合、愛媛県は指定管

理者以外の事業者に同様の許可を与えることがある。この場合、指定管理者はその目

的外使用部分についても適正な管理を行うほか、利用者へのサービス向上のため、当

該許可事業者と内容や経費負担等について連携・調整を図ること。 

 

３ 監査 

愛媛県監査委員等が愛媛県の事務を監査するに当たり、必要に応じ指定管理者に対

し、実地に調査し、又は必要な記録の提出を求める場合がある。 

 

４ 指定管理業務期間の前に行う業務 

(1) 協定項目についての愛媛県との協議 

(2) 利用料金等の設定 

(3) 配置する職員等の確保、職員研修 

(4) 業務等に関する各種規程の作成、協議 

(5) 現行の指定管理者からの業務引継ぎ 

 

５ リスクの分担及び保険への加入 

センターの管理運営に関する基本的なリスク分担の方針は次のとおりとし、指定管

理者は、これらに基づく自らのリスクに対して、適切な範囲で保険等に加入すること。

なお、火災保険については愛媛県が加入する。 

項  目 内  容 愛媛県 指定管理者 

物価等の変動 
人件費、物品費、光熱水費等の変動に伴

う経費の増 
 ○ 

需要の変動 利用者の減少、収入減  ○ 

資金調達等 運営上必要な初期投資、資金の確保  ○ 

運営リスク 

事故、災害等による臨時休館等 協議事項※ 

施設等の管理上の瑕疵に係る臨時休館等  ○ 

改修、修繕、保守点検等による施設等の

一部の利用停止 
 ○ 

施設等の損傷 
事故・災害等によるもの 協議事項※ 

施設等の管理上の瑕疵に係るもの  ○ 

利用者等への損

害賠償 

施設等の管理上の瑕疵に係るもの  ○ 

上記以外のもの 協議事項※ 

※協議事項については、事案ごとの原因により判断するが、第一次責任は指定管理者

が有するものとする。 

 

６ その他 

電力の需給契約及びパソコン等ＯＡ機器のリース契約については、現行の指定管理

者である（公財）えひめ女性財団において、下記のとおり複数年契約を締結しており、

次期指定管理者による管理開始以降にまたがった契約期間になっていることから、次

期指定管理者は、現在の契約を引き継いで継続させることを原則とし、契約期間途中

において解約する場合は、次期指定管理者の負担と責任において行うものとする。 
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区 分 内    容 契約期間 

電力需給契約 

契約電力量 １３５ｋｗ 平成25年８月～ 

※最大需用電力の数値により

契約電力量の変更あり。 
電力の種類 業務用電力 

パソコン等 

リース契約 

図書管理用パソコン １台  
平成22年11月１日～ 

     平成27年10月31日 
レーザープリンター １台 (月額16,170円) 

図書検索機器他 １式  

ファクシミリ 

(複合機) 
１台  (月額5,040円) 

平成24年４月１日～ 

     平成29年３月31日 

複写サービス

契約 
事務用コピー機 １台 1.3円／枚 

平成22年４月１日～ 

     平成26年３月31日 

 

第９ モニタリング 

愛媛県は、施設の管理運営業務に関するモニタリングを次のとおり実施する。なお、

詳細については、愛媛県と指定管理者で締結する協定で定める。 

 

１ モニタリングの方法 

(1) 定期モニタリング 

愛媛県は、指定管理者から提出された月次報告書、年次報告書その他報告等によ

り、指定管理者の業務の実施状況が、愛媛県の要求基準を満たし、適正かつ確実な

サービスが提供されているかについて確認する。 

(2) 現地確認 

愛媛県は、必要に応じて、施設の維持管理や経理状況等に関し、指定管理者に報

告を求めるほか、年１回以上、現地において施設の管理運営状況を確認するものと

する。 

(3) モニタリング結果の公表 

愛媛県は、毎年度終了後、指定管理者からの年次報告書等を踏まえ、利用者数や

利用料金収入の実績等について、その確認結果を県ホームページで公表する。 

 

２ 業務不履行時の処理 

(1) 改善の指示 

管理運営業務が業務要求基準を満たしていない場合又は利用者が施設を利用する

上で明らかに利便性を欠く場合、愛媛県は指定管理者に対して改善の指示を行うこ

とができる。 

(2) 業務の停止 

愛媛県は、指定管理者が愛媛県の指示に従わないときはその指定を取り消し、又

は期間を定めて管理の業務の停止を命ずることができる。 



別記１

事 業 内 容 実 施 基 準

センターを会場とする研
修等

センター以外を会場とす
る研修等

総合相談事業
電話及び来所者に
対する相談実施

総合相談 原則：利用時間

法律に関する
専門相談

原則：月４回以上

心理又は医学に
関する専門相談

原則：月４回以上

情報の収集、
提供業務

男女共同参画推進に資す
る調査の実施、情報の収
集、提供及び情報提供資
料室の管理、図書等の購
入・貸出

原則：利用時間

その他の業務
性差別による人権侵害等
の苦情の申し出の受付及
び処理

原則：利用時間

男女共同参画関連情報の収集、提供

男女共同参画推進委員補助業務

効果的・効率的に
実施

専門相談事業
来所者に対する

相談実施

相談業務
（配偶者暴力
相談支援セン
ター業務を含
む）

男女共同参画推進に
寄与する研修・講座
等の実施

研修事業研修業務

事業の実施に関する業務基準表

業 務 名 事 業 名 事 業 項 目
業 務 基 準
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別記２

管理の内容 実施頻度

Ｂ１Ｆ機械室 2 空調機器等本体保守点検 各

ＨＡＵ－ＧＨ－１００ＥＸ 空調用自動制御機器・中央監 ２回／年

ガス焚二重効用型 視盤点検作業

冷房能力652kW(302,400kcal/H)

暖房能力340kW(292,000cal/H) ただし、冷温水発生機

ＲＦ 冷却塔 2 は４回／年とする。

SDW－U100ASSD

超低騒音型

冷却能力645.8kw（二重効用時）

冷却水量1683L/min

Ｂ１Ｆ機械室 2

ＧＫ－80×656－4ＭＮ3.7

片吸込渦巻ポンプ４極型

4

Ｇ2－65×506－４ＭＮ5.5

片吸込渦巻ポンプ４極型

冷却水ポンプ 2

GEL－８０X656M－４ＭＮ11

片吸込渦巻ポンプ４極型

1

SGP250ф×3500L

架台870H

1

SGP250ф×3400L

架台870H

1

SGP250ф×2100L

架台870H

1

SGP250ф×2000Ｌ

架台870H

膨張水槽 1

鋼板水槽

鋼板製寸法1000×1000×1000H

多目的ホール 1

２Ｆ機械室 AH-302HS

横型

冷房能力159600ｋｃａｌ/Ｈ（7℃～１２℃）

暖房能力167900kｃａｌ/H（60℃）

1Ｆ機械室 1

AH-302VS

立型

冷房能力116700ｋｃａｌ/Ｈ（7℃～１２℃）

暖房能力115200kｃａｌ/H（60℃）

2Ｆ機械室 1

AH-92S

立型

冷房能力30600ｋｃａｌ/Ｈ（7℃～１２℃）

暖房能力30300ｋｃａｌ/Ｈ（60℃）

保守点検業
務

冷温水発生機

空気調和機（2Ｆ視聴覚室系統）

冷温水一次ポンプ

冷温水ヘッダー（往一次）

冷温水ヘッダー（往二次）

冷温水ヘッダー（還一次）

冷温水ヘッダー（還二次）

空調機器等保守点検

施設等の維持管理に関する業務基準表

業務名 法定規格等 数量対象　業務
業務基準

空気調和機（多目的ホール系統）

空気調和機（1Ｆロビー系統）

冷温水二次ポンプ
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管理の内容 実施頻度
業務名 法定規格等 数量対象　業務

業務基準

ＢＦ機械室 1

AH-72HS

横型

冷房能力28800ｋｃａｌ/Ｈ（7℃～１２℃）

暖房能力38700kｃａｌ/H（60℃）

２Ｆ機械室 1

AH-S72HL

横型

冷房能力34300ｋｃａｌ/Ｈ（7℃～１２℃）

暖房能力46000kｃａｌ/H（60℃）

３Ｆ機械室 1

AH-S92VL

立型

冷房能力51000ｋｃａｌ/Ｈ（7℃～１２℃）

暖房能力68500kｃａｌ/H（60℃）

２Ｆ機器調整室 1

パッケージ SHY63PA（－B）

天井吊型

冷房能力6300ｋｃａｌ/Ｈ

暖房能力6800ｋｃａｌ/Ｈ

ＢＦ警備員控室 1

STY252DS（Ｐ）

冷房能力2500ｋｃａｌ/Ｈ

暖房能力3550ｋｃａｌ/Ｈ

各室 6

ＲＦ－20ＣＩ

冷房能力1360ｋｃａｌ/Ｈ

暖房能力1280ｋｃａｌ/Ｈ

15

ＲＦ－30ＣＩ

冷房能力1960ｋｃａｌ/Ｈ

暖房能力2970ｋｃａｌ/Ｈ

25

ＲＦ－40ＣＩ

冷房能力2160ｋｃａｌ/Ｈ

暖房能力3710ｋｃａｌ/Ｈ

24

ＲＦ－６０ＣＩ

冷房能力3410ｋｃａｌ/Ｈ

暖房能力3450ｋｃａｌ/Ｈ

舞台 2

ＲＦ－601Ｆ

冷房能力3410ｋｃａｌ/Ｈ

暖房能力3450ｋｃａｌ/Ｈ

多目的ホール２Ｆ 1

機械室 ＣＬＦⅡ－NO４－L－RSD

#４×18250㎥/H×40mmAG×7.5KW

ＢＦ機械室（１） 1

ＣＬＦⅡ．NO３．RS-Ｉ

#３×7150㎥/H×20mmAG×1.5KW

ＢＦ機械室（１） 1

ＣＬＦⅡ．NO２．RS-Ｉ

#２×3100㎥/H×15mmAG×0.75KW

ＢＦ機械室（１） 給気ファン 1

ＣＬＦⅡ．NO２．RS-Ｉ

#２×2300㎥/H×15mmAG×0.4KW

給気ファン

ファインコイルユニット（床置型）

給気ファン

空冷ヒートポンプ型

リターンファン

空気調和機（１Ｆ系統外調機）

空気調和機（２Ｆ系統外調機）

空気調和機（３Ｆ系統外調機）

ファインコイルユニット（天井隠蔽型）

ファインコイルユニット（天井隠蔽型）

ファインコイルユニット（天井隠蔽型）

空冷ヒートポンプエアコン（壁掛型セパレート型エアコン）

ファンコイルユニット（天井隠蔽型）

15



管理の内容 実施頻度
業務名 法定規格等 数量対象　業務

業務基準

ＢＦ発電機 1

屋上二重スラブ内 ＣＬＦⅡ．NO３．RS-Ｉ

#３×6250㎥/H×20mmAG×1.5KW

ＢＦ発電機 1

屋上二重スラブ内 ＣＬＦⅡ．NO２．RS-Ｉ

#２×3100㎥/H×15mmAG×0.75KW

ＢＦ発電機 1

屋上二重スラブ内 ＣＬＦⅡ．NO３．RS-Ｉ

#３×5900㎥/H×15mmAG×0.75KW

ＢＦ発電機 1

屋上二重スラブ内 ＣＬＦⅡ．NO２．RS-Ｉ

#２×2300㎥/H×20mmAG×0.4KW

屋上 1

ファンルーム ＣＬＦⅡ．NO２．RS-Ｉ

#２×3750㎥/H×20mmＡＧ×1.5KW

１F湯沸室天井内 排気ファン 1

CMⅡ－Ｕ－１９S

500㎥/H×20mmＡＧ×120KW×100V

２F湯沸室天井内 排気ファン 1

CMⅡ－Ｕ－１９S

500㎥/H×20mmＡＧ×120KW×100V

３F湯沸室天井内 排気ファン 1

CMⅡ－Ｕ－１９S

500㎥/H×20mmＡＧ×120KW×100V

屋上ファンルーム 1

ＣＬＦⅡ．NO２．１/２RS-D

#２×1/2×3300㎥/H×25mmAG×0.75KW

コンクリート基礎150H

屋上ファンルーム 1

ＣＬＦⅡ．NO２．RS-D

#２×2700㎥/H×25mmAG×0.75KW

コンクリート基礎150H

※２F全熱交換機（第1・2技術講習室）

取り付けのため風量変更

屋上ファンルーム 1

ＣＬＦⅡ．NO２．1/2RS-D

#２×1/2×3650㎥/H×25mmAG×0.75KW

コンクリート基礎150H

２Ｆ機械室 1

ＣＬＦⅡ．NO１．1/2RS-Ｉ

#１×1/2×1300㎥/H×20mmAG×0.4KW

３Ｆ更衣室天井内 排気ファン 1

ＡＬＦⅡ．NO２．6086

#２×550㎥/H×15mmAG×80KW

２Ｆ機器室天井内 1

CMⅡU－19Ｓ

500㎥/H×20mmAG×120KW×100V

１Ｆ 排気ファン 1

ワーキングルーム ＣＬＦⅡ．NO１．1/2RS１-Ｉ

天井内 #１×1/2×1000㎥/H×25mmAG×0.4KW

屋上ファンルーム 1

CTPNO２　OB－D

#２×1200㎥/H×130mmAG×1.5KW

２F倉庫 1

VD-152P

144㎥/H×5mmAG×26W

排気ファン（1Ｆ～３Ｆ　ＷＣ）

排気ファン（ＢＦ機械室　倉庫用）

排気ファン（ＢＦ電気室）

排気ファン（ＢＦ発電機室）

排気ファン（ＢＦ　ＥＬＶ機械室）

排気ファン（2Ｆ視聴覚室系統）

排気ファン（2Ｆテスト室）

天井扇（静音型）

排気ファン（１Ｆ余剰排気）

排気ファン（２Ｆ余剰排気）

排気ファン（２Ｆテスト室ドラフトチャンバー用）

排気ファン（３Ｆ余剰排気）
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管理の内容 実施頻度
業務名 法定規格等 数量対象　業務

業務基準

１F更衣室 2

１F託児室・WC VD-152S

126㎥/H×5mmAG×14W

１F多目的ホール パイプ用ファン 1

階段下 V-122PA２

84㎥/H×２mmAG×23W

１・３F倉庫×各２ 5

多目的ホール VＤ-202S

控室横倉庫 270㎥/H×5mmAG×51W

多目的ホール 1

控室 VＤ-202X－W

270㎥/H×5mmAG×51W

多目的ホール 2

男女ＷＣ VＤ-232

384㎥/H×5mmAG×100W

２F機械室 6

VＤ-232

500㎥/H×10mmAG×100W

３F水屋（１．２） 2

VＤ-232Ｐ

610㎥/H×5mmAG×104W

屋上ファンルーム 1

AESF（R）-80

#８×21600㎥/H×70mmAG×11KW

多目的ホール2F 1

機械室 AESF（R）-100B

#10×32800㎥/H×50mmAG×15KW

第1・2会議室 2

LGH－50R5

処理風量520㎥/H（強）

温度熱交換率70％（強）

入力250W

２Ｆ機械室 1

CCHE－１　500㎥/H

CCHE－３　1500㎥/H

自動制御機器 1

ＢＦドライエリア 1

ＢＦ機械室 1

屋　上 1

1

ＢＦ機械室 2 保守点検 ６回／年

2

ＢＦドライエリア 湧水ポンプ 2

自動火災報知 受信機　Ｐ型１級　20回線 1 ○ 総合点検 １回／年

設備 煙感知器 79 （機能点検、外観点検含む)

差動式スポット型感知器 75 機器点検

定温式スポット型感知器 22 （外観点検含む)

発信機　P型1級 8

電鈴 9

表示灯 8

電源装置 1式

２Ｆテスト室、相
談室

２Ｆテスト室、相
談室

天井扇（大風量タイプ）

揚水ポンプ（飲用水）

天井扇（大風量タイプ）

天井扇（大風量タイプ）

全熱交換機（天吊埋込型）

天井扇（低騒音型）

天井扇（低騒音型）

天井扇（低騒音型）

受水槽（雑用水）

高架水槽（飲用水）

高架水槽（雑用水）

排気ファン（軸流型）

排気ファン（軸流型）

低風量装置（ＣＡＶ）

受水槽（飲用水）

※技術員を派遣し消防法第17
条の３の３の規定に基づき点
検業務を行うこと

消防設備

衛生工事タンクポンプ保守点検

揚水ポンプ（雑用水）
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管理の内容 実施頻度
業務名 法定規格等 数量対象　業務

業務基準

非常放送設備 増幅器 1

専用電源 1式

非常電源 1式

操作装置 1式

スピーカー 68

押ボタン １式

消火器 粉末消火器 31

消火栓設備 加圧送水装置 1組

操作盤 1

消火栓 8

始動スイッチ 8

呼水装置 1式

誘導灯 避難口誘導灯（B） 20

階段通路誘導灯 13

廊下通路誘導灯 8

避難設備 垂直救助袋（３階） 2

防火・防排煙 操作盤 1

設備 煙感知器 15

防火戸設備 6

ダンパー 4

防火シャッター 6

垂れ壁 17

排煙口 17

排煙機 2

電源 １式

自家発電設備 原動機 １式

発電機 １式

制御盤 １式

始動装置 １式

計器類 １式

保安装置 １式

調速機 １式

負荷運転 １式

ガス漏れ 受信機 1

火災警報装置 検知器 6

電源装置 1式

外観構造点検 １回／年

多目的ホール 　　各部品の破損亀裂

　　各接続端子の増締

　　配線、ハンダ付箇所の確認

　　表示灯の点灯確認

　　フェンダー動作確認

リモコン盤 １面 　　内部清掃

主幹盤 1面 　　電子クロスバー動作確認

記憶装置 1式 　　記憶確認

電気特性

　絶縁抵抗測定

　入力電圧

　ユニット信号電圧

　プリセット出力信号

　各操作出力信号電圧

　抜き取りユニットフェンダー

　クロスフェンダー出力信号電圧

　照明器具点検等

保守点検 １回／年

多目的ホール 1式 　動作・操作点検

舞台吊物設備 保守点検　 １回／年

多目的ホール 1式 　運転点検

可動椅子

舞台照明

３２
フェン
ダー

照明器具 １式

電動式椅子付移動観覧席　ＲＣＳ－２２０１－３０１席

舞台吊物設備

ユニットラック盤
２７ユ
ニット

操作卓
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管理の内容 実施頻度
業務名 法定規格等 数量対象　業務

業務基準

エレベーター 巻上機 1式 ○ 保守点検 １回／月

原動機 昇降機各部の点検・給油・

電動発電機 調整・修理・取替　等

調速機 　

制御機 ※建築基準法による

各種ワイヤーロープ 　定期検査は年１回

移動ケーブル

その他附属装置

受配電設備 1式 外観点検 １回／隔月

観察点検 １回／年

絶縁抵抗測定 １回／年

動作試験 １回／年

継電器動作特性試験 １回／３年

1式 外観点検 １回／隔月

観察点検 １回／年

絶縁抵抗測定 １回／年

動作試験 １回／年

内部点検 １回／６年

絶縁油酸値測定

絶縁油耐圧試験

1式 外観点検 １回／隔月

避雷器 観察点検 １回／年

絶縁抵抗測定 １回／年

変圧器 1式 外観点検 １回／隔月

観察点検 １回／年

絶縁抵抗測定 １回／年

漏れ電流測定 １回／隔月

内部点検 １回／６年

絶縁油酸値測定

絶縁油耐圧試験

配電盤及び制御回路 1式 外観点検 １回／隔月

観察点検 １回／年

絶縁抵抗装置 １回／年

継電器動作特性試験 １回／３年

計器校正試験 必要の都度

蓄電池 1式 外観点検 １回／隔月

（原動機始動用を含み、開放した場所にあるものに限る） 液量点検 １回／隔月

電圧・比重測定 １回／年

接地装置 1式 外観点検 １回／隔月

観察点検 １回／年

接地抵抗装置 １回／年

電気使用場所の 電動機、電熱器、電気溶接機、その他の電気機器類、 1式 外観点検 １回／隔月

設備 照明装置、配線、配線器具及び接地装置 観察点検 １回／年

絶縁抵抗装定 １回／年

接地抵抗測定 １回／年

絶縁監視装置 1式 外観点検 １回／隔月

動作試験 １回／年

非常用予備発電 原動機始動装置及び附属装置 1式 外観点検 １回／隔月

装置 観察点検 １回／年

始動点検 １回／隔月

1式 外観点検 １回／隔月

観察点検 １回／年

絶縁抵抗測定 １回／年

接地抵抗測定 １回／年

1式

自家用電気工作物

昇降機

受変電設備に準ずる

上記の結果
により必要
の都度

上記の結果
により必要
の都度

母線、断路器、計器用変成器、電力用コンデンサー及び

遮断機及び負荷開閉器

責任分界となる開閉器、電線ケーブル及び支持物

開閉器及びその他の電気機器

発電機、励磁装置及び接地装置
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管理の内容 実施頻度
業務名 法定規格等 数量対象　業務

業務基準

発電所 原動機及び附属装置（始動装置を含む） 1式 外観点検 １回／隔月

観察点検 １回／年

機関保護継電器試験 １回／３年

1式 外観点検 １回／隔月

観察点検 １回／年

絶縁抵抗測定 １回／年

蓄電池（開放した場所にあるものに限る） 1式 外観点検 １回／隔月

液量点検 １回／隔月

電圧・比重測定 １回／年

1式 外観点検 １回／隔月

観察点検 １回／年

絶縁抵抗装置 １回／年

動作試験 １回／年

内部点検 １回.／６年

絶縁油酸値測定

絶縁油耐圧試験

直交変換装置 1式 外観点検 １回／隔月

観察点検 １回／年

絶縁抵抗測定 １回／年

継電器動作特性試験
（技術基準適合品の動作特性
試験は３年に１回）

１回／年

計器校正試験 必要の都度

設置装置 １式 設置抵抗測定 １回／年

電話設備 １式 保守点検 １回／月

多機能電話機 8 機器部品、配線の取替、

40 改造、修理

１式 　　定期試験

空気環境測定 ○ 左記のとおり １回／２月

※建築物環境衛生管理技術 １回／７日

　者を選任すること。

　　（１２回／年）

1回／６月

4 １回／年

清掃業務

地下１Ｆ 廊下　58.28㎡（磁器質タイル等） ○ 清掃 ２回／週

警備員控室　7.26㎡（ビニール・Ｐタイル） ２回／週

１Ｆ 廊下、ロビー、ホワイエ　391.00㎡（磁器タイル等） 毎日

湯沸室　8.00㎡　（ビニール・Ｐタイル） 毎日

トイレ　66.08㎡（磁器質タイル等） 毎日

展示啓発コーナー　187.87㎡（磁器質タイル等） 毎日

コミュニティーサロン　48.17㎡（磁器質タイル等） 毎日

団体連絡室 32.42㎡（磁器質タイル） 毎日

特別室　26.17㎡（カーペット） ２回／週

総合相談コーナー等　60.93㎡（ビニール・Ｐタイル） ２回／週

ワーキングルーム　70.75㎡（ビニール・Ｐタイル） ２回／週

託児室　48.26㎡（クッションフロア、ビニールＰ） ２回／週

休養室　21.19㎡（畳） ２回／週

ミーティングルーム　25.04㎡（ビニール・Ｐタイル） ２回／週

多目的ホール　647.74㎡（カーペット等） ２回／週

２Ｆ 廊下、階段　240.68㎡（カーペット等） 毎日

湯沸室　7.14㎡（ビニール・Ｐタイル） 毎日

トイレ　55.59㎡（磁器質タイル等） 毎日

第１、2会議室　114.45㎡（ビニール・Ｐタイル） ２回／週

図書情報資料室　218.42㎡（ビニール・Ｐタイル） ２回／週

視聴覚室　146.94㎡（ビニール・Ｐタイル、カーペット） ２回／週

第３(円卓)会議室　62.01㎡（カーペット） ２回／週

多目的ホール上部　122.77㎡（カーペット） ２回／週

建築物環境
衛生管理業
務 建築物衛生

法の規定に
よる

その他付付帯設備（留守番電話等）

上記の結果
により必要
の都度

日常清掃

電子交換機本体（電源装置）

一般内線電話機（卓上、壁掛け）

発電機及び励磁装置

建築物環境衛生管理

遮断器、変圧器及び開閉器等

水質検査（飲料水）

水質検査（雑用水）

ねずみ・衛生害虫等調査、防除措置

配電盤及び制御装置

貯水槽（受水槽・高架槽）清掃

残留塩素測定（飲料水・雑用水）
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管理の内容 実施頻度
業務名 法定規格等 数量対象　業務

業務基準

３Ｆ 廊下　256.07㎡（カーペット） 毎日

湯沸室　5.83㎡（ビニール・Ｐタイル） 毎日

トイレ　55.59㎡（磁器質タイル等） 毎日

レクリエーション室　168.74㎡（フローリング等） ２回／週

茶室　39.89㎡（畳等） ２回／週

和室、前室等　135.34㎡（畳・フローリング） ２回／週

研修室　160.29㎡（ビニール・Ｐタイル） ２回／週

作業室　27.32㎡（カーペット） ２回／週

ＰＨ 廊下　45.36㎡（コンクリート） 毎日

１Ｆ 湯沸室　8.00㎡　（ビニール・Ｐタイル） ○ ワックス掛け １回／６月

相談室　60.93㎡（ビニール・Ｐタイル）

ワーキングルーム　70.05㎡（ビニール・Ｐタイル）

ミーティングルーム　25.04㎡（ビニール・Ｐタイル）

２Ｆ 湯沸室　7.14㎡（ビニール・Ｐタイル）

第１、2会議室　114.45㎡（ビニール・Ｐタイル）

図書情報資料室　218.42㎡（ビニール・Ｐタイル）

視聴覚室　120.76㎡（ビニール・Ｐタイル、カーペット）

３Ｆ 湯沸室　5.83㎡（ビニール・Ｐタイル）

研修室　160.29㎡（ビニール・Ｐタイル）

清掃 １回／年

ごみ回収・分別・処理 ２回／週

植栽管理 除草 ３回／年

潅水 適宜

消毒（殺虫剤） ２回／年

消毒（マシン油乳剤） １回／年

松消毒 １回／年

中高木・松剪定 １回／年

施肥 ２回／年

３階庭園管理 適宜

芝管理 適宜

警備 1式 火災、防犯等施設の異常の感知 常時

1式

植栽管理業
務

保安警備業
務

ガラスクリーニング

廃棄物処理

定期清掃

機械警備（移動式警報機器）

機械警備（据付警報機器）
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別記３ 

個人情報取扱特記事項 
 

（基本的事項） 

第１ 指定管理者は、個人情報保護の重要性を認識し、その業務の実施に当たっては、

個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなけれ

ばならない。 

 

（秘密の保持） 

第２ 指定管理者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしては

ならない。指定管理者としての指定期間が終了し、又は指定が取り消された後にお

いても、同様とする。 

２ 指定管理者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、

その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使

用してはならないこと、これに違反した場合は、愛媛県個人情報保護条例（平成13

年愛媛県条例第41号）の規定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の

保護に必要な事項を周知するものとする。 

 

（収集の制限） 

第３ 指定管理者は、その業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成

するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

 

（適正管理） 

第４ 指定管理者は、その業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の

防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

（利用及び提供の制限） 

第５ 指定管理者は、愛媛県の指示又は承認があるときを除き、その業務に関して知

り得た個人情報を業務の実施以外の目的に利用し、又は提供してはならない。 

 

（複写、複製の禁止） 

第６ 指定管理者は、その業務を実施するために愛媛県から提供された個人情報が記

録された資料等を、愛媛県の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

 

（委託の禁止等） 

第７ 指定管理者は、その業務における個人情報の取扱いを第三者に委託してはなら

ない。ただし、あらかじめ愛媛県の書面による承諾を受けたときは、この限りでな

い。 

２ 指定管理者は、愛媛県の承諾により第三者に個人情報の取扱いを委託する場合に

は、愛媛県が指定管理者に求めた個人情報の保護に関し必要な措置と同様の措置を

当該第三者に求めなければならない。 

３ 指定管理者が愛媛県の承諾により第三者に個人情報の取扱いを委託したときは、

委託業務に係る当該第三者の行為は、指定管理者の行為とみなす。 
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（資料等の返還等） 

第８ 指定管理者は、その業務を実施するため愛媛県から提供を受けた個人情報が記

録された資料等は、業務完了後直ちに愛媛県に返還するものとする。ただし、愛媛

県が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

２ 指定管理者は、その業務を実施するため指定管理者自らが収集し、又は作成した

個人情報が記録された資料等は、業務完了後速やかに、かつ確実に廃棄又は消去す

るものとする。ただし、愛媛県が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

（個人情報の運搬） 

第９ 指定管理者は、その業務を実施するため、又は業務完了後において個人情報が

記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止す

るため、指定管理者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。 

 

（実地調査） 

第10 愛媛県は、指定管理者がその業務に関して取り扱う個人情報の管理の状況につ

いて、随時実地に調査することができる。 

 

（指示及び報告等） 

第11 愛媛県は、指定管理者がその業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確

保するため、指定管理者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しく

は資料の提出を求めることができる。 

 

（事故報告） 

第12 指定管理者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じる

おそれがあることを知ったときは、速やかに愛媛県に報告し、その指示に従うもの

とする。 

 

（損害賠償） 

第13 指定管理者は、その責めに帰すべき事由により、その業務の実施に関し、個人

情報の取扱いにより愛媛県又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しな

ければならない。委託先の責めに帰する事由により愛媛県又は第三者に損害を与え

たときも同様とする。 

 

（指定の解除） 

第14 愛媛県は、指定管理者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたと

きは、指定管理者としての指定を取り消し又は期間を定めてその業務の全部若しく

は一部の停止を命ずることができる。 
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